
平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

一

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定

一

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

一

県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写

二

し
の
縦
覧

県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要

二

の
縦
覧

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
完
了

二

目

次

ペ
ー
ジ

の
公
告

道
路
の
指
定

二

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

三

の
申
請

地
域
森
林
計
画
の
公
表

三

地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
公
表

三

右

同

三

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

三

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
三
号

奈
良
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
奈
良
県
高
田
県
税
事
務
所
長
が
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

告

示

名

称

代
表
者
の
氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地

指
定
の
取
消
し
の
年
月
日

藤
田
石
油
株
式

会
社

藤
田

英
則

大
和
高
田
市
大
東
町
六
番
地
二

平
成
十
五
年
四
月
三
十
日

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指

定
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

杉
本
薬
局

橿
原
市
兵
部
町
七

一
四

平
成
十
五
年
十
二
月
二

十
五
日

ひ
ま
わ
り
薬
局

天
理
市
蔵
之
庄
町
四
六
九

五

平
成
十
六
年
一
月
一
日

ま
ど
か
薬
局

大
和
郡
山
市
小
泉
町
九
一
八

平
成
十
六
年
一
月
六
日

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
五
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
結

核
指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

名

称

所

在

地

辞

退

年

月

日

杉
本
薬
局
病
院
前
店

橿
原
市
兵
部
町
七

一
四

平
成
十
五
年
十
一
月
三

十
日



奈
良
県
告
示
第
五
百
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

県
営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
農
地
開
発
事
業
・
西
和
地
区
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写

し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

平
群
町
役
場
及
び
三
郷
町
役
場

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

県
営
土
地
改
良
事
業
（
一
般
農
道
整
備
事
業
・
豊
原
地
区
）
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
後
の
当
該
土
地
改

良
事
業
の
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

山
添
村
役
場

三

そ
の
他

変
更
後
の
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
奈
良
県
知
事
に
対

し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
八
号

農
住
組
合
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土

地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
か
る
が

の
里
服
部
農
住
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
い
か
る
が
の
里
服
部
農
住
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
を

行
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
六
日

二

換
地
処
分
の
内
容

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
付
け
奈
良
県
指
令
都
計
第
四
百
二
十
八
号
を
も
っ
て
認
可
し
た
換

地
計
画
の
と
お
り

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路

二

路
線
名

県
道

河
合
大
和
高
田
線

三

道
路
の
指
定
区
域

北

城
郡
河
合
町
池
部
一
丁
目
一
九

番
七
並
び
に
池
部
二
丁
目
一
八
七
番
九
及
び
一
八
八
番
一

の
一
部
か
ら
池
部
一
丁
目
二
九
番
五
及
び
三

番
三
ま
で

四

道
路
の
幅
員

八
・
五
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
一

・
三
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

五

道
路
の
延
長

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

ひ
ま
わ
り
薬
局

天
理
市
蔵
之
庄
町
四
六
九

五

平
成
十
五
年
十
二
月
三

十
一
日



一
五
一
・
五

メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
十
四
日

森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
森

林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
附
則
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
和
・
木
津

川
森
林
計
画
区
に
係
る
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
地
域
森
林

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
そ
の
関
係
図
書
を
奈
良
県
農
林
部
林
政
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
北
山
・
十
津
川
森
林
計
画
区
に
係
る
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
そ
の
関
係
図
書
を
奈
良
県
農
林
部
林
政
課
に
お
い
て
閲

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
十
一
月
十
九
日
第
七
二

八
九
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
六
年
一
月
十
四
日
第
五
九
四
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市
醍
醐
町
二
七

番
地
ノ
一
、
二
七

番
地
ノ
七
の
一
部
、
二
七
二
番
地
ノ
一
の
一
部
及
び

二
七
二
番
地
ノ
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市
内
膳
町
五
丁
目
三
番
地
ノ
二

井
上
吉
夫

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
奈
良
県
生
活
環
境

部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ポ
ル
ベ
ニ
ル
カ
シ
ハ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

福
西

達
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

橿
原
市
新
賀
町
四
四
八
番
地
の
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
す
べ
て
の
人
が
ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
る
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
、
指
導
者
派
遣
等
の
事
業
を
行
い
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
文
化
の
振
興
、
子
ど

も
の
健
全
育
成
、
健
康
増
進
、
社
会
教
育
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吉
野
森
林
計
画

区
に
係
る
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
地
域
森
林
計
画
を
た
て

た
の
で
、
そ
の
関
係
図
書
を
奈
良
県
農
林
部
林
政
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


